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（１）平成２９年度社会教育関係団体に対する補助金の交付について 

 

 

社会教育法（抜粋） 

 

 

第 ３ 章 社会教育関係団体 

 

（社会教育関係団体の定義） 

第１０条 この法律で「社会教育関係団体」とは，法人であると否とを 

問わず，公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行 

うことを主たる目的とするものをいう。 

 

（審議会等への諮問） 

第１３条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付 

しようとする場合には，あらかじめ，国にあつては文部科学大 

臣が審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号） 

第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同 

じ。）で政令で定めるものの，地方公共団体にあつては教育委 

員会が社会教育委員の会議（社会教育委員が置かれていない場 

合には，条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交 

付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関） 

の意見を聴いて行わなければならない。 
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平成２９年度 社会教育関係団体に対する補助金について(１０団体) 

番号 団体名 代表者名 補助対象事業 
補助金額 

(円） 

昨年度金額 

(円） 

１ 
日本ボーイスカウト

千葉県連盟 
萩原  博 ・広報紙「スカウトちば」の発行 

 

72,000 

 

 

80,000 

 

２ 
一般社団法人ガール

スカウト千葉県連盟 
髙瀨 誠子 ・広報紙「ちばだより」の発行 

 

72,000 

 

 

80,000 

 

３ 
一般社団法人千葉県

子ども会育成連合会 
黒坂 典雄 ・広報紙「ちば県子連」の発行 

 

122,000 

   

 

136,000 

   

４ 
日本海洋少年団千葉

県連盟 
安田 敏弘 ・夜行軍（オリエンテーリング） 

 

40,000 

     

 

40,000 

     

５ 千葉県連合婦人会 渡邉 年子 ・第６２回千葉県生活者大会 

 

59,000 

 

66,000 

６ 
千葉県ＰＴＡ連絡協

議会 
大田 紀子 ・広報紙「県Ｐ連ちば」の発行 

 

77,000 

 

 

86,000 

 

７ 
千葉県高等学校Ｐ

ＴＡ連合会 

大木 幸夫 

(大谷 岩男) 
・広報紙「ちば高Ｐ連だより」の発行 

 

44,000 

 

 

49,000 

 

８ 

千葉県国公立幼稚園

・こども園ＰＴＡ連

絡協議会 

榊󠄀原 正和 
・「第５５回千葉県国公立幼稚園・こども園Ｐ 

ＴＡ研究協議会九十九地区東金大会報告書」発行 

 

40,000 

   

 

40,000 

   

９ 
千葉県特別支援学校

ＰＴＡ連合会 
内田 志乃 ・広報紙「県Ｐ連会報」発行 

 

40,000 

         

 

40,000 

         

１０ 
千葉県ユネスコ連絡

協議会 
吉崎 晴子 

・「ユ協連ニュース79号」発行 

・「ユ協連ニュース80号」発行 

 

40,000 

       

 

40,000 

       

 合   計   606,000 657,000 

〈特別補助〉 

１ 
千葉県ユネスコ連絡

協議会 
吉崎 晴子 

・２０１７年度関東ブロック・ユネ

スコ活動研究会ｉｎ市川 

  200,000 

 

0 

 

 合   計   200,000    0 

 ※会長名は，各団体の事業計画書提出時のものです。（ ）内は，その後，新会長になった方です。 
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公の社会教育施設の在り方（県立図書館）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3階まで県民が利用する狭いらせん階段 

パーテーション左側・奥は、制限区域 

2階 パーテーション奥は、制限区域 

ん階段 

西部図書館（松戸市） 
（昭和６２年） 

 
 

 

東部図書館（旭市） 

（平成１０年） 

県立中央図書館（千葉市） 
（大正１３年） 

＊現在の建物は昭和４３年～ 

 

県立図書館に係る課題 

○書庫の狭隘化（書庫不足）  

○中央図書館は、老朽化に加え、耐震不足（最低 Is値 0.25）（基準 0.6以上） 

バリアフリー未対応、安全対策のため一部立ち入り制限して開館  

○収集資料（図書）が３館に分散（各館別テーマで図書を収集・保存） 

公の施設の見直し方針（図書館）  抜粋 

【区分】 施設内容検討 

      施設の一部移譲や複数施設設置の必要性について検討するもの 

【内容】 現行の県立図書館３館体制について、その役割や今後の図書館を取り巻く

状況を踏まえ、機能集約等も含め継続して検討を行う。 

中央図書館の利用制限 

「千葉県立図書館」の概要 

 



 

 

区分 中央図書館 西部図書館 東部図書館 

所在地 千葉市中央区市場町 松戸市千駄堀 旭市ハ 

竣工 昭和４３年６月 昭和６２年３月 平成１０年３月 

開館 大正１３年３月８日 昭和６２年４月１日 平成１０年１１月１日 

延床面積 ６，１７１㎡ ３，２６２㎡ ３，５９１㎡ 

書庫蔵書能力 ５５２，０００冊 ５００，０００冊 ５００，０００冊 

蔵書冊数 ８６２，９３３冊 ２６９，０１２冊 ２７１，６７３冊 

 

 

１ 事業の目的・概要 

 老朽化が進む中央図書館を含めた県立図書館について、市町村立図書

館との連携方策やインターネットを活用したサービスの実施など県立図

書館として求められる役割・機能、施設整備の方向性などを検討します。 

 

２ 事業内容 

・電子書籍や電子アーカイブ化等の導入検討 

 電子書籍の閲覧などインターネットを活用したサービスの導入に係る検討や、紙媒

体の資料を電子データ化することによる書庫の適正規模などを検討します。 

 

・全国の公立図書館の動向調査 

 他の都道府県立図書館の事例などを参考として、今後の職員研修や運営相談といっ

た市町村立図書館への支援のあり方を検討します。 

 

３ 予算額 

  ５，７００千円 

    

－１３－ 

「千葉県立図書館の今後の在り方」検討事業 

 



806 768
712

648
587 550 524

105% 100% 93% 84% 76% 72% 68%

平成２２年 平成２７年 平成３２年 平成３７年 平成４２年 平成４７年 平成５２年

千葉県の年少人口（０～１４才）の推計と指数（平成２７年=１００）

 

 

 

 

                                                         

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年教育施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立青少年教育施設の体制見直し 

児童生徒数の減少、利用状況、施設の老朽化の状況等を踏
まえ、県立５施設体制を見直すこととし、現指定管理期間
中に各施設の取扱い方針を決定する。 

公の施設の見直し方針（Ｈ２８．７決定） 

 施 設 名 設置者  施 設 名 設置者 

１ 千葉市南部青少年センター 千葉市 18 南房総市大房岬自然の家 南房総市 

２ 銚子市青少年文化会館 銚子市 19 わくわく西の城（神崎町） 神崎町 

３ 市川市少年自然の家 市川市 20 船橋市立一宮少年自然の家 船橋市 

４ 船橋市青少年会館 船橋市 21 白子町青少年センター 白子町 

５ 木更津市立青年の家 木更津市 22 千葉市少年自然の家（長柄町） 千葉市 

６ 木更津市立少年自然の家キャンプ場 木更津市 23 旭市海上キャンプ場 旭 市 

７ 松戸青少年会館 松戸市 24 八千代「ガキ大将の森」キャンプ場 八千代市 

８ 野田市青少年センター 野田市 25 佐倉草ぶえの丘 佐倉市 

９ 佐倉市立青少年センター 佐倉市 26 流山市げんき村キャンプ場 流山市 

10 旭市青年の家 旭 市 27 野田市関宿あおぞら広場 野田市 

11 柏市青年の家 柏 市 28 練馬区立岩井少年自然の家（南房総市） 練馬区 

12 市原青少年会館 市原市 29 足立区鋸南自然の家（鋸南町） 足立区 

13 八千代市少年自然の家 八千代市 30 手賀の丘少年自然の家 千葉県 

14 鴨川市青少年研修センター 鴨川市 31 水郷小見川少年自然の家 千葉県 

15 鴨川市わんぱくハウス 鴨川市 32 君津亀山少年自然の家 千葉県 

16 習志野市立鹿野山少年自然の家 習志野市 33 東金青年の家 千葉県 

17 浦安市青少年交流活動センター 浦安市 34 鴨川青年の家 千葉県 

太字→市（区）外利用が可能な、自然体験のできる宿泊施設 



県内の青少年教育施設の分布状況 

 

 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

10 

12 

13 

14 15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 22 

23 

24 25 

26 

27 

28 

29 

手賀の丘少年自然の家 

東金青年の家 

君津亀山少年自然の家 

水郷小見川少年自然の家 

鴨川青年の家 

県立青少年教育施設 

青少年教育施設（宿泊無し） 

青少年教育施設（宿泊有り） 

30 
31 

33 

34 

32 

青少年教育施設（宿泊有り、 

市外利用可、自然体験可） 

手賀の丘少年自然の家 

（柏市）  

平成５年度設置 

定員３００人（２１％） 

特徴：都会に隣接した 

   自然体験 

君津亀山少年自然の家 

（君津市） 

昭和６１年設置 

 定員３００人（２１％） 

 特徴：森・清流体験 

水郷小見川少年自然の家 

（香取市） 

平成９年度設置 

 定員２６４人（１９％） 

 特徴：カヌー体験 

東金青年の家 

（東金市） 

昭和４７年度設置 

 定員２００人（１４％） 

 特徴：里山体験 

鴨川青年の家 

（鴨川市） 

昭和６３年度設置 

 定員３６０人（２５％） 

 特徴：カッター体験 

－１４－ 
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                                             注）平成２３年度の鴨川青年の家は、福島県から避難者の受け入れを実施しました。 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 ２ 

施設ごとの利用者数の推移 

宿泊室稼働率（２７年度） 

施設ごとの宿泊者数の推移 

手賀の丘   →４６．２％  

水郷小見川   →４８．１％  

君津亀山   →２７．７％  

東金      →３８．７％  

鴨川     →４７．９％  

年間稼働率  ４２．３％ 

４月～１０月→５３．０％  

１１月～３月→２５．０％ 
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さわやかちば県民プラザの方向性について －公の施設の見直し方針に基づく内部検討                       平成 29年 7月【第１回生涯学習審議会資料】 

 

                                                                    

                                                                              

                                                                                 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

公の施設の見直し方針（平成２８年７月） 
複合施設として建設されたが、現在はほぼ生涯学習センター機能のみとなっており、施設を十分活用しきれていない
状態にあることから、生涯学習センターとして必要な施設規模を精査の上、余裕・余剰部分の転用や民間活用等を含
めた有効活用策について幅広く検討を行う。 

 

＜ 課 題 ＞ 
 生涯学習の中核拠点の役割を踏まえ、ちばりすネットの充実 

 県民の学習ニーズの変化を迅速に捉えた、学習方法の調査・研

究、モデル講座の実施、普及といったサイクルの再構築 

 県内生涯学習センターや公民館とのネットワークの構築 

 開所時間と職員の勤務体系 

 職員数と事業数（講座・イベントと巨大施設の施設管理） 

 指導的専門員（社会教育主事）の未配置（有資格者は、不定期） 

 女性センター・環境学習等撤退に伴う複合施設の機能低下 

 財政上の課題（人件費を除いた施設運営費約１億９千万） 

 ２８年度末、負債約４７億 

 設置の経緯から機能の大幅な変更には、周辺市との協議が必要 

〈
ス
テ
ッ
プ
１
・
施
設
活
用
案
〉 

「指定管理者制度導入・運用に係るガイドライン」及び「千葉県PFI活用ガイドライン」に沿って民間活力を導入する。ハ
ード面のみとするか、ソフト・ハード両面とするか検討の余地はある。これにより、サービスの向上、委託業務の一本化、効
率的な運用等の効果が考えられる。以下の形が考えられる。 

 
２（一部指定管理者制度導入・プラザ存続） 

基本的な分割方法としては、事業運営の部分を県直営で、施設管理運営を指定管理という業務分担をする。その際、「学習
事業」や「広報・啓発事業」は両者が行う。 

 
３（全面的指定管理者制度導入・生涯学習課分室） 

専門的な知識・能力を備えた事業者に県の施策に基づいた事業運営を行わせるため、全面的に指定管理者制度を導入する。
県は、生涯学習の調査研究のため「さわやかちば県民プラザ」内に生涯学習課分室を設置し、継続する。 

 
４（公共施設等運営権制度導入）＝ コンセッション方式（運営権の売却） 
  現在、国（文部科学省）で検討している「文教施設における公共施設運営権制度を活用したＰＦＩ事業に関する先導的開
発事業」を活用し、試行的導入を検討する。 

民
間
活
用
（
管
理
運
営
の
変
更
） 

指
定
管
理
者
制
度
導
入
等
の 

〈
ス
テ
ッ
プ
２
・
施
設
管
理
運
営
案
〉 

（
全
庁
的
な
利
用
の
呼
び
か
け
） 

公
の
施
設
と
し
て
の
有
効
活
用 

 
１ 他部局の機関等の募集については、利用団体等からの意見や提案を踏まえつつ、教育庁内関係課との調整を行った上で
関係他部局との調整を図る。 
現状のまま、直営で管理運営する場合は、民間貸付について、教育機関設置条例の設置目的の範囲内で検討する。 

 
① (複合施設として機能回復）  

庁舎等県機関と共同使用することにより、施設の有効活用を行っていく。 
 
② (観光 PR拠点を設置） 

柏の葉地区の人口増などを踏まえつつ、商工労働部などとの連携により、アンテナショップなどを設置する。 
 
③（柏の葉地区の街づくりに参画） 

公民学連携による環境未来都市として、内閣府の総合特区に認定された柏の葉地区に、総合企画部などとの連携により、
産業振興の窓口となるコーナーを設置し、シニア企業家の支援を行う。 

生涯学習に関する中核拠点としての生涯学習推進センター機能についての再構築 

○ 知事部局を含めた生涯学習に関する事業の集約を図り、関係部局との連絡調整の体制を構築する。 

○ 市町村の生涯学習センターや公民館などとの連携協力の仕組みの構築を図る。 

○ 生涯学習情報提供システムの充実等  

さわやかちば県民プラザの設置経緯と目的 

 

平成２年の中央教育審議会答申「生涯学習の基盤整備に

ついて」で「生涯学習推進センター」を都道府県が設置する

ことが適当であると提言されたことを踏まえ、平成３年の

「さわやかハートちば五カ年計画」において、設置の推進が

位置付けられ、本県生涯学習推進のための中核的施設とし

て、平成８年１１月１５日に開所した。 

なお、柏市に設置された経緯であるが、米軍跡地を千葉 

県、地元市町を中心に利用について検討した結果「東葛飾地

域の活性化の拠点施設」として用地購入したことによる。 

さわやかちば県民プラザは、 

（１） 生涯学習の推進を図るための「生涯学習センター」 

（２） 参加型芸術文化活動を促進するための「芸術文化セ

ンター」 

（３） 男女共同参画社会の構築を目指す「女性センター」 

（４） 人と環境の関わりについて理解を深める「環境学習

コーナー」 

の４つの機能をもつ複合施設として設立されたが、その 

後、平成１５年３月に「千葉県環境財団学習コーナー」が廃

止され、平成１８年３月に千葉県さわやかちば設置管理条

例の廃止に伴い、女性センターが閉所された。同年８月に、

ちば県民共生センター東葛飾センターとして再開したが、

平成２４年３月には閉所となり、現在は生涯学習センター

及び芸術文化センターの２つの機能だけとなっている。 

－１６－ 


